
未完の学としての神学

一一トマス・アクイナスにおける「聖なる教え」一一

加 藤 和 哉

トマスは『神学大全』においてまず， 神学( theolo gia )ないし「聖なる教

えJ(sacra do ctrina) 1)が一つの「知識J í学J(s cientia)であるとして， そ

の必要性， 性格， 主題， 方法等を論じている(第一部第一問). これはこの書物

に与えられた教育的意図(第一部「序言J prolo gus 参照)に基づくと同時に，

当時のある「現代的j論争を踏まえたものであった. すなわち， アリストテレ

ス的な学問・知識観に照らして， 神学がその意味での学問・知識たりうるのか

が論じられたものである(以 下， <神学二学問〉論争と呼んでおく). 本稿では，

トマスのく神学=学問〉観のうち， 特に「従属理論J(subalternation theor y ) 

と後に呼ばれた考えに着目したい. すなわち， 上位の学とこれの下にある下位

の学というアリストテレスの立てる区別2)を用いて， 聖なる教えが「神と至福

者たちの知識J(s cientia Dei et beatorum )に「従属する知識・学J(s cientia 

su baltern ata )であるとするものである. これは， 当時においても， その後の

スコラの神学論においても多くの共感を得られず， また現代の諸研究において

も解釈 上の困難が表明されてきたものであるが， そのことは， この理論の独自

性を意味するのではないか. 以下では， まず諸研究に依拠しつつ， 当時のく神

学=学問〉論争を概観した上で， トマスの「従属理論jについて一つの解釈 を

提示し， それを通じてトマスのく神学=学問〉観の一端を明らかにすることに

しTこし、

1 r分析論後書Jと〈神学=学問〉論争

諸研究によれば3)， く神学=学問〉論争が神学者たちの共通の主題のーっと
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なるのは， 13 世紀半ばからである. そのきっかけは， アリストテレ スの『分

析論後書j(Analytica Posteriora: AP)の翻訳導入であった. APは， 主とし

て12世紀前半にはじめて翻訳された一連のアリストテレスの論理学書(1新論

理学J lo gic a no va)の一つであったが4)， それ以前の論理学(1旧論理学j

lo gic a vetus .アリストテレス『カテゴリー論j r命題論j， ポノレピュリ オス『イサ

ゴーゲ』やこれらに対するボエティウスの註解など)とはやや異なる内容を持っ

ていたためか， 本格的に註解などが書かれるようになるのはやや遅れて13 世

紀に入ってからのことであったとされる日. しかし， これが読まれるようにな

るとただちに， それまでストア派やボエティウスなどの学問分類を利用してす

すめられてきた学問的知識の体系化の試みに対して， 明快な方法論を与えるも

のとして広く受けいれられ， 何らかの学を論じる際に， まずそれがこの書物で

アリストテレ スの述べる厳密な意味での知識， 学の条件をいかにみたしている

かが論じられるようになった. そしてこれが神学者たちにまで波及して生じた

のが， <神学=学問〉論争だったのである.

APにおける知識・学( Émστ和η)の概念をいかに理解するかということ

自体は， アリストテレス研究においても少なからず困難を伴うことであるが，

ここではいちおう次のようにまとめておきたい.

(1) <論証に導かれた必然的な認識>6) 厳密な意味での知識， 学は， 論証

( å7róδεLl;LÇ" )と呼ばれる推論によって導かれた必然的な認識で、なければ

ならない.

(2) <論証は自明な原理から出発する>7)論証は， その理論的な出発点(諸原

理dρIxai;τdπρφT'a)として， 何らかそれ自体は論証によらないで知られ

るもの【すなわち， 自明な諸原理(princ ipia p er s e  nota )】刑を必要とする.

(3) くそれぞれの学は独自の原理を持つことで区別される>9)原理には， あら

ゆる論証において共通に用いられるようなもの(共通原理mμノá)と， 或

る一定の対象領域に関する論証においてのみ用いられるもの(固有原理

lÔLa)があり， この後者の異なりに応じて， 知識・学はそれぞれ異なった

ものとして区別される.
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では， 神学はこれらの条件をどのように満たすのであろうか. まず， すでに

論理学・弁証学( lo gi ca/dialectia)の言葉， 論理を多用していた神学者たち

にとって， 神学が(1)の'性格を持っていることには異論がなかったで、あろう. (3) 

についても， 神学の出発点である啓示(聖書や信仰箇条)を， 神学の固有原理

とみなすことができることもただちに見て取られたで、あろう.

問題は， (2)の条件， つまりその固有原理が「自明な原理jであるかどうかと

いうことである. もし「自明なJ(p巴r se notum )ということを， 万人が直ち

に認めるような強い「自証性J(sel f-evidentn ess )と捉えるなら， 神学の固有

原理については， さしあたり否定的な答えしかありえなかったであろう. 啓示

は， 神ないし神のことばであるキリスト， そしてそれに由来する聖書の権威に

根拠をおくものであり， 人間の理性を超えた神秘で、あるということは， すでに

完全に確立された原則だったからである.

もちろん， r自 明な」という用語は， さしあたり必ずしもそのような限定抜

きの自証性を表すものではない. たとえば， rそれ自体に基づいて自明J(per 

se notum secundum se)と「われわれにとって自明J(per se notum quoad 

nos )という観点がたてられ， r万人にとって自明なものJ(per se nota omni ­

bus )と「知者にとってのみ自明なものJ(per se nota sapientibus )とが区別

される場合もあった川. そこから， 神学の原理である信仰箇条は「信仰者にと

っては， それ以外に論証を必要としない自 明な原理であるJ( fidelibus sunt 

p rin cipia per se nota， non ext rinsecus ali qu a p robation e indi gentia) (オーセー

ルの ギレ ルムス( ギョーム)，Summa aurea III， t r. 12， c.1 )として， 神学が学で

あることを主張する道もあった11) トマスも， r命題論集註解』では同様の考

えを述べている12) ただし， よりあとの著作ではこのような方向をとっていな

いように思われる(後段p .41�42 ; 47�48参照). 信仰箇条をたとえ信仰者に

とってとし、う限定をつけたとしても「自明なものjと表現することに何らかの

抵抗があったのではないか13)

いずれにしても， アリストテレスの知識・学の概念をそのまま神学に当ては

めることには， 何らかの困惑が感じられたようである. この問題に対する当時
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の他の神学者たちの応答の詳細に立ち入ることはできないが， アリストテレ ス

の知識・学の条件を， 世俗的諸学に限定し， 神学にはあてはまらないとする見

解や， 啓示は万人に自 明なものではなくても， 信仰において与えられる思寵的

な照らしによって， 他の諸学の原理にまさるとも劣らない確実性を有し， それ

に基づいて神学も， 他の諸学より高い知恵としての位置を占めるといった主張

が見られた14)

2 従属理論の基本形と解釈上の問題

これに対して， 従属理論は， アリストテレ ス自身の立てる区別を用いること

で， この問題の解決を試みたものであると考えることができる. 私に確認でき

た限りで， トマスが， 従属理論にふれているのは， 主として次の四箇所である13)

①『命題論集註解』第3 巻第2 4区分第1 問第2 項第2 解答第3 異論解答

②正規討論集『真理について』第1 4問第9項第3 異論解答

③『ボエティウス「三位一体論]註解』序論第2 問第2 項

1) 第5 異論解答

2) 第7 異論解答

④『神学大全J第1部第1問題第2 項解答

このうち， 1従属的な学J(sc ien t ia subaltern ata) とし、う語が使われている

のが， 最初の三つのテクストであり， しかもこれらが第一回パリ教授時代まで

のいわゆる初期のものであることから， 従属理論は， トマスの初期の立場であ

り， 後にこれをトマスは完全に捨て去ったか， ないしは修正を加えて， 1疑

似・従属理論」とでも言うべき立場に至ったとする解釈 がある16) 彼らによれ

ば， トマスがテクスト④でこの語を用いていないことは， そのことを証明する

ことになる. 確かに， 1簡潔かっ明瞭にj記述することを意図する(1序文j参

照) �神学大全』の冒頭のこの箇所は， 多様な解釈 を許容すると思われる. だ

が私見では， テグスト④は， 解釈 によっては他の三つのテクスト以上のことが
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らを述べていると見られるものの， 仮にそうだとしても， 他のテクストと整合

しないわけではなく， 従属理論が放棄されていると見なす必然性はどこにもな

い. トマスが『神学大全]においては， 従属理論を捨てたとし、う解釈 は， テク

ストそのものに基づくというより， この理論が最後まで維持されたと考えると，

トマスのく神学二学問〉観を理解可能なものとして読み解くことができないと

いう解釈 者の困惑を根拠としているように思われる17) 以下では， まず「従属

的な学jに言及している初めの三つのテクストに従って， 従属理論の基本的な

形を確認し， ついでこれに対して指摘される難点についての解釈 を論じた上で，

『神学大全Jのテクストの解釈 を論じることにしたい.

「従属的な学」とは， 何らか上位の学に対する下位の学として位置づけられ

るもので， 以下のような性質をもっ.

(1) 下位の学では， その固有原理は信によって立てられる.

その原理は「万人に明らかなのではなくJ (non sunt omnibus nota:テクスト③一1)，

したがってそれらは単に「措定され， 信じられてJ (supponuntur et creduntur: 

テダスト③1)， あるいはそれらについての「信J (fides:テクスト①， ③2) か

ら「必然 的に諸結論 が導か れ るJ (ex principiis suppositis de necessitate 

concluduntur:テクスト②) ものである附.

(2) その原理は， より上位の学においては知られている.

このような学は， その原理を与えるような別の学， す なわち「上位のJ (supe­

rior:テクスト③1，2) ["従属させるJ (subalternans:テクスト① ，② ，③1，2) 学

を必要とする. この上位の学においては， 下位の学において単に信じられている

に すぎな い 原 理 が， ["固有の理性 に よ っ て 論 証 さ れ て お りJ (per propriam 

rationem iIIa probavit:①)， 上位の学をもつひとは， 下位の学において「信じ

られていることがらについて， 理解を通して確実性を有しておりJ ( de his 

creditis certitudinem per inteIIectum habet:③2)， 下位の学の原理は， ["上位の

学をもつひとびとにとってのみ自明なものであるJ ( non sunt per se nota nisi 

superioribus scientibus:③ー1). 

(3) その限りで， 下位の学をもつひとは不完全な意味ではあるにせよ， 知識を
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有していると言われる.

下位の学をもつひとは， 結論について「知識をもっJ (habere scientiam:②) と

言われるが， I知っているとし寸性格に 完全に達してはし、なし、J (non perfecte 

attingit ad rationem sciendi:同). なぜなら， その結論の知識は， たしかに下位

の学のひとのもつ「信念を近接の原理としているJ (principium proximum est 

fides:③2) ものの， より究極的には， I上位の学をもつひとにおいて成立して

いる理解を第 一原理とするものJ ( sicut a principio primo ab intellectu super­

ioris scientis:③2) であると考えられるからである.

さて， トマスによれば， 聖なる教えはこの意味での知識・学なのである. す

なわち，

(1) その原理である信仰箇条は「私たちの学においては措定され， 信じられて

いるJ ( supponuntur in scientia nostra et creduntur:③1) にすぎない.

(2)これに対し， I信仰に論証を与えるJ ( ad probandum fidem:テクスト①) の

は「神が認識をなす神的理性J ( rationem divinam qua Deus cognoscit:①) で

ある. したがって， 聖なる教えの出発点となるのは， I神が自らについてもっ

ところの知識においては自明なものJ (quae sunt per se nota in scientia， quam 

Deus habet de se ipso:③1) である. (聖なる教えの原理が， 神にとって自明で

あるとされている点に注意)

(3)従って， I信何者も， 信仰箇条から導き出されることがらについて知識をも

つといわれうるJ (fidelis potest dici habere scientiam de his quae concluduntur 

ex articulis fidei:テクスト②). 

「従属的な学」の議論を神学の性格づけに持ち込んだのは， トマスだけでは

ないことが知られているが， アリストテレスの用法に厳密に従って， これを聖

なる教えに適用したのは， トマスに独特のことであるといわれる19) これによ

って， 聖なる教えの固有の原理である啓示の独自性， すなわち， それがそれ自

体としては万人に自明でないということと， そのような原理から出発する聖な

る教えが学であるということは全く問題なく両立するということになる. なぜ

なら， 下位の学を有するひとは， それが上位の学から借りて措定している原理
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については単に信念をもっているにすぎないが， その措定された原理から必然

的に導かれる帰結に関しては， 知識をもっといわれるのであり， 同様の意味で，

信何者もまた， 信仰によって措定されたことがらから(必然的に)導き出され

ることがらについて知識をもっといわれうるのである.

3 従属理論への批判

諸研究によると， トマスの従属理論は， 同時代ないし後代の多くの神学者た

ちからの批判の的となった20) 同様に， 現代の注釈 者たちも， この従属理論は

そのままでは理解しがたいものであるとする. この問題に関する研究史を簡単

に概括することはできないが21)， 彼らが感じている共通の困惑は， 次のような

ものであると思われる. すなわち， そもそも「従属的な学 従属させる上位の

学」とし、う関係は， 厳密な意味では， 人聞が神についてもちうる学(聖なる教

え)と神自身(ないし至福者)が神についてもつ知との関係にはあてはまらな

いのではないか， というものである.

従属的な学については， たしかにその固有の領域での論証のみに着目する限

り， 自明ではない固有の原理をただきしあたって措定する(つまり信じる)こ

とから出発しているが， しかしその原理は， 上位の学においては自明なものと

して(ないしは論証によってたてられた帰結として)ω知られているものであ

る. そして， トマスも述べているように(③-2)， 従属的な学における知識は，

その原理に対して上位の学において与えられている確実性に最終的な根拠(第

一原理)をもつものと言わざるをえない. したがって， 下位の学が厳密な意味

で学と呼べるのは， そこにおいて信念として保持されている固有の原理が， 上

位の学においては現実に知られているということに帰着すると考えられるので

はないか.

ところが， 聖なる教えに対する上位の学(知識)とされる「神的理性J í神

的認識J í神的理解」仰について， トマスは人聞がこれに到達しうるというこ

とを明確に否定しているのである24) なるほど， トマスは理性の自然的な光に

対する恩寵による助けについて述べてはいるお そのことで， たしかに人聞は
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理性の自然的光において知りえない， 多くのことがらを神について知ることが

できる(信何に加えて， 恩寵の賜物としての理解， 知識， 知恵など). しかしな

がら， この恩寵の助けによって人聞がもちうる認識も， その認識の仕方につい

て言えば， 身体を有する現世の人間のあり方に固有の認識のあり 方を超えるも

のでは全くなし神自身の知はもちろん， 神の本質を捉えることのできる至福

者たちの認識とはおよそ次元の異なるものである26) とすれば， 聖なる教えの

原理については， この世にある限り， われわれは常に信仰(信念) をもつにと

どまり， したがってそれは， 決してアリストテレス的な学が要求するような自

明性に到達する可能性がない. とすれば， 結局聖なる教えは， 現世においては，

完全な意味での知識， 学とは言えないばかりか， そもそもどんな意味でも学と

は言えないということになるのではないか.

したがって， 従属理論をトマスが捨てたと解釈 しない限り， 聖なる教えが学

であるというトマスの主張は， 単に形式だけのものであり， 結局トマスは聖な

る教えを学とはみなしていないのだと言わさ.るをえなくなるように思われるの

である. こうして， ある解釈 者たちは， 初期の著作においてとられていた従属

理論は， r神学大全』などの成熟した著作においては， 捨てられたかないしは

修 正されたと考えるのである.

しかし私見によれば， このような解釈 は従属理論の重要な要素を見落として

いることに基づくのである. それは， 上記の一連のテクストにおいては， 単に

学ないし知識の上下・従属関係だけでなく， 下位の学をもつひとと上位の学を

もつひとという二者の聞の関係として問題が考えられているということである.

たとえば， テクスト②「従属的な学をもつひとJ( i Ile qui habet scientiam 

subalternatam )， I下位の知るひとJ( in ferior scien s) I従属させる学をもつ

ひとJ( eiu s qui habet sci entiam subalternantem )， テクスト③ 1 I上位の学を

もつひとびとJ ( superi oribu s scientibu s)， テクスト③ 2 I上位の学をもつひ

とJ( superi ori s scienti s) な ど が 言 及 さ れ， そ の具体例と し て「医師J

( m edi cu s )， I自 然学者J(p hy si cu s) などが挙げられる21) すなわち， ここ

では， 学の原理をさしあたって信念としてもつひとと， その原理を提供する別
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の学・知識をもつひととの聞において， それぞれが別々にもっている学・知識

の聞の関係が注目されているのではないか28) このように， 従属理論が， そも

そも何かを自ら知っているひとと， それを自らは知らず， 知っているひとをさ

しあたって信じて探求を行うひととの聞の関係について述べるものであったの

だとすれば， それは， 神と， 神から与えられた啓示から出発して聖なる教えを

探究する者との関係にまさに正確にあてはまると言えるであろう29)

4 r神学大全』のテクストとその解釈

これに対して， r神学大全』のテクストはどうか.

「諸学にも二つの種類がある. あるものは， 理解の自然的光によって明ら

かな諸原理から出発するもので， たとえば算術， 幾何学などである. ある

ものは， 上位の学の光によって明らかな諸原理から出発するもので， たと

えば光学は幾何学によって明らかにされた諸原理から， 和音学は算術によ

って明らかな諸原理から出発する. そして聖なる教えは第二の意味で学で

ある. なぜなら， 上位の知識， すなわち神と至福者たちの知識の光によっ

て明らかな諸原理から出発するからである. そこから， 和音学が算術家か

ら自分につたえられた諸原理を信じるように， 聖なる教えも， 神から自分

に啓示された諸原理を信じるのである. J 

「従属的な学jとし、う語が見られないのは確かであるが， ここで例として挙

げられている諸学は， r分析論後書』の該当箇所に見られるものである(注2

参照). 他にも， 前節で見たような従属理論と整合的に解釈 できる点は存在す

る. たとえば， ここでも， 上位の学・知識を有する者と， これを自らはもたず，

もっている者を信じる者という二者が考えられていると言ってよいのではない

か. たしかに， 簡潔な言い方をとるこのテグストで、は， たとえば「光学は幾何

学によって知らされる原理から出発するJ r和音学は算術によって知られる原

理から出発する」などと言われており， あたかも学と学との直接の関係が言われ

ているようにも見えるが， しかし， r和音学が算術家から( ab arit hm eti co )  

自分につたえられた諸原理を信じる」と述べられている箇所については， これ
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を「和音学J をもつひと， つまり「和音学者J( mus icus ) のことを言ってい

ると考えなければ， 理解不可能であろう. 一体， ある「知識・学Jが何かを「信

じる」ということに何か意味があるであろうか. また， 聖なる教えに対する上

位の知識として， 他のテクストのように単に神の認識ではなく， r神と至福者

たちの知識」が挙げられる点についても， 人聞が現世において「至福者たち

の知識」に到達することもまったく同様に否定されているということを指摘で

きょう制

ここで， 唯一(しかし， 小さくなし、) 問題があるとすれば， 下位の学が「上

位の学の光によって明らかな諸原理から出発するJ(pro cedu nt ex principiis notis 

lum ine super ioris s cientiae ) と言われ， その具体例として， r光学は幾何学に

よって明らかにされた諸原理から( ex princip iis not ificatis per geom etr iam )， 

和音学は算術によって明らかな諸原理から( ex princip iis per ar ithm et icam 

not is ) 出発する」とされていること， またそれと並行して， 聖なる教えも上

位の知識である「神と至福者たちの知識の光によって明らかな諸原理から出発

するJ(pro cedit ex princip iis not is lum ine superioris s cient iae ) とされている

ことであろう. 特にこの場合の「明らかJ( notum ) の解釈 である. それはい

かなる意味で， また誰にとって明らかと言われているのだろうか. そしてこの

解釈次第では， 引用の最後で「自分につたえられた諸原理を信じるJ r啓示さ

れた諸原理を信じる」と述べられている箇所の「信じる」の意味も問題になっ

てくると思われる. というのも， 他のテクストで、は， 下位の学の諸原理が(上

位の学をもつひとに) r明らか」であることと， ( 下位の学をもつひとに) r信じ

られているJ ことは， 区別されていたからである.

まず，( a)これが「上位の学をもつひとに明らか」ということであり， また

「神と至福者たちに明らか」ということに過ぎないなら， 上位の学をもつひと

に「明らかなjものを， 下位の学をもつひとは伝えられて「信じる」というこ

とになり， まさにテクスト①~③で述べられていたことと一致する. 解釈( a)を

とる限り， テクスト④もまた， まったく同ーの理論にふれていると見ることが

できるであろう.
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しかしながら， I上位の学の光によって明らかなJ I神と至福者たちの知識の

光によって明らかなJ としづ表現は， 何らかの照らし( illuminatio ) に言及

していると理解するのが自然のようにも思われる. つまり，(b )そのような光に

よって照らされた「下位の学をもつひとに(も) 明らかJ I私たち(信何者) に

(も) 明らかjということが意味されているとするなら， それは， 少なくとも

他のテクストでは明確には述べられていないことである. いやそれどころか，

対立することになるのではないか. というのも， たとえばテクスト③ 1 で、は，

「ある諸学の場合には， 何らかの万人に明らかではない(non sunt omnib us 

nota) 諸原理があれ それらを上位諸学によって措定しなければならず， い

それらは， 上位の学を持つひとびとにとって以外には， 自 明ではない(non 

su nt per se nota nisi superiorib us sc ientib us) J 311と述べられていたからであ

る.

問題は「明らかJ(notum) の意味である. テクスト ③では， これは「自

明J(per se notum) と同じ意味で用いられていると考えられる32) これに対

して， テクスト④ではどうか. 少なくともテクスト④の前半の「理解の自然的

光によって明らかな諸原理からJ( ex princ ipiis notis lumin e n aturali intel­

lec tus) としづ箇所は， い わ ゆる「自 明な諸原理J(princ ipia per se nota) 

「万人に自明な諸原理J(princ ipia omnib us per se nota ) 却に言及しているから，

その限りではここでも「明らかな」は「自明」を意味しているようにも見える.

そして， テグスト④後半の「上位の学の光によって明らかなJ I神と至福者た

ちの知識の光によって明らかなjというのが， 同じ意味だとすれば， テクスト

③との対立は解けがたくなる.

しかしながらその場合には， むしろ， テクスト④自身のうちに対立(つまり，

自己矛盾 ) があることになる. というのも， ここでは， 聖なる教えが学ではな

いと主張する異論として， その出発点である信仰箇条が「万人には認められて

いないので， 自明ではなし、J(non sunt per se noti， c um non ab omnib us c on-

c edantur ) ことを指摘するものが取り上げられ(異論1 )， これに対してトマ

スは， Iいかなる学の原理にしても， 自 明なものであるか， ないしは， 上位の
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学の知に還元されるかのどちらかである( pr in cip ia cuiusl ibet scien tiae vel 

sun t no ta per se， vel reducun tur ad no titiam super ior is scien tiae ). 聖なる教え

の原理は後者である」と答えているからだ. I上位の学の知に還元される」と

いうのがどのような意味かはともかしこれと「自明であるjが排他的選言

( vel…， vel...) に置かれる以上， それが「自明」ではないものと考えられてい

るのは明白だからだ. 従って， 算術や幾何学の持つ原理のもつ「明らかさ」は

「自明」を意味するとしても， 下位の諸学や聖なる教えの原理のもつ「明らか

さ」は， 同じ意味で理解することはできない. ここで， 二種類の学の原理につ

いて異なる「明らかさ」が語られているのだということは， 第二の種類の原理

について， 同時にそれらを下位の学(を有するひと) が「信じる」とされてい

ることからも証明できるだろう. というのも， 第一の種類の原理について， こ

れらを「信じる」ということはおよそありえないと考えられるからだ. なぜな

ら， このような諸原理の理解は， 自 然本性的資質( habitus n aturalis) と呼ば

れ， 人間の魂の自然本性からして備わるような理解とされるのである凶. これ

に対して， 第二の種類の[明らかさJ は， I信じることjと両立する「明らか

さ」なのである35)

いずれにせよ， 下位の諸学や聖なる教えの諸原理が， 何らかの「明らかさ」

を持つとしても， それが上位の学を有するひとの持つような「明らかさjすな

わち「自明さjと明確に異なるものだということが確保されれば， 従属理論は

成り立っと考えられる. こうして， 解釈(a)に従うならもちろん， 解釈(b)を取る

としても， r神学大全jのこの箇所で， 従属理論が放棄されていると考えなけ

ればならない必然性はないことになる. 従属理論は， 初期の著作から『神学大

全』を通じて， トマスのく神学=学問〉観の基本をなしていたと言ってよいの

ではないか.

5 r聖なる教えjの学としての性格

おわりに， 以上の解釈 から， どのようなく神学二学問〉観を見て取ることが

できるのか， 概観しておきたい.
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(1) 神学の未完性， 探求的性格

聖なる教えは， 少なくとも「学」として， 他の諸学にくらべて不完全なもの

にとどまるということになる. たしかに， トマスは一方で聖なる教えを知恵と

して高く位置づけるが， それはその対象の性格， すなわちそれが万物の最高原

因である神を扱うということに根拠づけられているのであって， その知られ方

においてではない. 神学の原理である信何の認識は， 理解や知識一般に比べて

も不完全なものであり36)， そこから出発する帰結の知識の獲得は， 他の学とま

ったく同様， 探求の営み(studium )によるとされる37) ただし， このような

不完全性にはむしろ積極的な意味が認められている. すなわち， トマスはアリ

ストテレスにならって「最も高貴なことがらに関しては， いかに不完全な認識

であっても， 精神に最大の完全性をもたらすものであることが明らかである」

と述べ， 理性が自力では探求し得ないことが， 信ずべきものとして提示された

ことで， 人聞が自覚するようになった不完全さこそ， 人間をより高い何ものか

へと向かわせるものであると考えている制.

(2) 聖なる教えと哲学的諸学との関係

さらに， 聖なる教えは， 理性が自ら探求する他の諸学の上に立つものではあ

るが， しかし聖なる教えが扱うことがらは， より高いがゆえに， 人間の理性に

とってはより不確実なものであり， だからこそ， この欠陥(それは人間の側の

欠陥であるが)を補うために， 哲学的諸学が大いに用いられねばらないとされ

る. それはまずさしあたり， これらを助走として， 理性を超えたことがらによ

り容易に導かれるためで、ある39) すなわち， 理性のみによって神について論証

できることがらがそれである(1自然神学J).

(3) 聖なる教えにおける理性の使用

さらに， 啓示を出発点とする探求(1啓示神学J)の内部においても， 理性に

よる方法がとられざるをえない. というのも， 一つの知られたことから， 未知

のことがらの知へと至るという「推論J( ratiocinatio )こそ， 地上の人間の知

性に固有のことであり， この点では， 啓示に基づく聖なる教えであっても， ま

ったく異ならないからである. トマスは， 聖なる教えにおける哲学の使用法に
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三種類の区別を設けている40) すなわち， ①自然理性だけで(も) 神について

知られうることを明らかにする， ②信仰に属することがらを類似によって分か

りやすくする， Q:信仰に反することがらに抵抗するというものである. このう

ち， ①は理性に固有のことであり， これが理性のみによって遂行される場合に

は， むしろ(2)に含まれることである. ③もトマスの考えでは， 理性だけでなし

うることである. というのは， 信仰に反することがらは何であれ， 真理に反す

ることがらであるから， 理性のみによって反駁しうるからである. そして， ②

の役割は， たしかにそれによって信仰に属することがらを証明するわけではな

しなんらかの蓋然的な根拠を示す(不可能でないことを示す) のみであるが，

それは， 人聞がこの世にいながら， そのようなことがらについてもちうる最大

の根拠である.

(4) 聖なる教えと信じること

従属理論が， なんらかの知をもつひとともたないひとの聞の関係性に着目し

てのことであったことにも重要な意味があると考えられる. ここで， 信じると

は， 単なる命題に対する態度(proposition al attitude) にとどまらず， 何らか

の人格的交わりをも示しうるものであろう. 信じることが全くの不透明さでは

なく， 何らかの明らかさをもちうるのもそれゆえではないか. トマスは信仰論

において， 人間は， 生徒が自らを教えてくれる教師を信じるように， 神を信じ

るものであると述べている41) これについては， ここで十分に展開できないが，

神との交わりの深まりに応じて， 聖なる教えの学， 知識としての性格もより完

全になっていくのではないか42) もちろん， それはさしあたり， あくまでこの

世にある限りの完全性であり， しかも， この世にある限り常に成長していくよ

うなものであって， 決してそこで完結してしまうようなものではない. トマス

にとって， 神学とは， 神と交わりを深めつつ， その完成を目指して， 歩み続け

る歩みそのものであったと言えるのではないか.

トマスの著作の略号は 以 下の通り. 参 照に あ た っ て は， 主と し てMarietti版

( Marietti版 に存在しない場合は， Thomae Aquinatis Opera Omnia in CD-ROM) 
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に従って， 問題， 節番号等を示した.

ST: Summa Theologiae 

SCC: Summa contra gentiles 

De Verit.: Quaestiones disputatae de veritate 

In Sent.: Scriptum su，ρer libros Sententiarum magistri Petri Lombardi 

In PA: In Aristotelis libros posteriorum analyticorum e.ゆositio

In Phy.: In octo libros Physicorum Aristotelis e.ゆositio

In de Trin.: In librum Boetii de trinitate ex.ρositio 

Q切odlibet.: Quaestiones quodlibetales 

49 

De substantiis seρaratお: De subs仰ztiis separatお seu de angelorum natura ad 介。trem

Reginaldum soα;um suum carissimum 

Contra impugnantes: Contra imJうugnantes Dei cultum et religionem 

Contra doctirnam retrahentium: Contra pesti)をram doctrinam retrahentium homines 

a religiones ingressu 

注

1 ) 聖書や教父たちの著作に基づいて神について論じ， 教会の教えを明らかにする営み

の呼び名は， 12世紀以 前においては一定していない(cf. G.R. Evans， Philosoρhy & 

Theology in the Middle Ages， Routledge: London/ New York， 1993， 10 ). 13世紀は

これが「神学J theologiaとしづ名称を与えられ， 一つの学問分野として成立していっ

た時代であるが， トマス 自身は， 伝統的な名称の一つである「聖なる教えjを， r神学

大全Jの第 1部第 1間以外にも多くの箇所で用いており(ST I-II， q.lll， aムco.; II 

II， q.40， a.3， co.; q.l68， a.2， ad 1; q.188， a.5， ad 3; SCC 1， 26， 8; III， 90， 8; IV， 6， 1; 

Quodlibet. 1， q.7， a.2， co.; De substantiis separatis， 18; Contra im.戸ugnantes II， 1; III， 5; 

Contra doctrinam retrahentium 13; In de Trin.; proæmium， q.2， a.3， co.ほか )， 意図

的にこれを選択しているものと考えられる(稲垣良典『神学的言語の研究』創文社，

2000， 29-30参照).

これに対して「神学J(theologia) の語は， r神学大全jでは， 聖なる教えと， 哲学

の一部門としての神学との両方を含む概念と規定されている(ST 1， q.l， a.l， ad 2. cf. 

II-II， q.94， a.l， co. ). これは， アリストテレス， ボエティウス， ディオニシウス ・ アレ

オパギタの著作への註解において， それぞれの用語法に対応して「神学jの語が共通に

使われていることとも一致する(，神学J が「聖なる教え」と区別せず用いられている
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例外は， II-II， q.l， a.5， ad 2 ). その他の著作では， 制度化された学問分野名として，

「神学の研究J(studium theologiae ) I神学の教師J(doctor theologiae ) I神学を教

える免許J(licentia in theologia docendi ) とし、った表現が見られる(Quodlibet. !， q. 

7， a.2; Quodli・bet. III， q.4， a.l & 2; Contra impugnantens， II， 3 ). 

2 )  I一方が他方の下にたつとしづ関係で互いに関係しあっている限りの科学の関係はこ

のようなものである. たとえば光学に属することが平面幾何学に対する， 機械工学に属

することが立体幾何学に対する， 和音学に属することが算術に対する， 天文現象が 天文

学に対する関係がこれである. J (Aristoteles， Analytica Posteriora， !， 13， 78b35-39.翻

訳は『 アリストテレス全集.11， 岩波書庖による )

3 )  A. Lang， Die Theologische Prinzipienlehre der mittelalterichen Scho/'ωtik， Herder: 

Freiburg/Bazel/Wien， 1964， 106-112; L. Tuninetti， 'Per se notum'， Die logische 

Beschaffenheit des Selbstverständlichen im D四ken des Thomas von Aquin， E.]. Brill: 

Leiden/New York/ Köln， 1996， 106-107;マレン ボン『後期中世の 哲学 1150-1350.1

(加藤雅人訳 )， 勤草書房， 1989， 54-56. 

4 )  r分析論 前書・後書.1 r詑弁論駁論j rトピヵ』を含む . ボエティウスは『分析論後

書』についても翻訳を行ったと述べている(Boethius， !n Topica Ciceronis com­

mentaηorum libri sexi， PL64， 1051b ) が， 少なくともスコラの時代には 伝わっていな

かった . APについては， ヴェネチ アのヤコプによる翻訳(1125-1150頃 ) が最も早い

もののとされる. cf. Aristoteles， Analytica Posteriora. Translatio四ω!acobi， Ano目ymi

sive， !oannis' Gerardi et Recensio Guillelmi de Moerbeka. Ed. Laurentius Minio 

Paluello et Bernardus G. Dod. Desclée de Brouwer: Bruges/Paris， 1968 (Aristoteles 

Latinus， 4， 1-4)， Praefatio. 

5 )  12-13世紀の『分析論後書』の受容については， L. Tuninetti，ゆ.cit.， 67-93に詳し

L、

6 )  Cf. Aristoteles， Analytica Posteriora， !， 2， 71b9-16; 6， 75a12-27， etc. 

7 )  Cf. ibid.， !， 2， 71b20-22; 72a5-b4， etc 

8 ) アリストテレスにこれに該当する一定の表現があるわけではない . APでは， 原理

が論証を通じて知られるのではないことが強調されるのみで， いかにして知られるのか

については， 最終章(II， 19， 99b15-100b17 ) で問題提起がなされてはいるが， 充分に

展開されていないと言うべきであろう . 従って， 【 】内で示した部分は， いわばこの

問題が， ボエティウス以降の アリストテレス解釈史の中で、追究された結果， 与えられた

定式であると考えられる . cf. Tuninetti， op. cit.，特に40-93参照.

9 )  Cf. Aristoteles， Analytica Posteriora， !， 10， 76a37-b22; 28， 87a38-b4， etc. 

10) Cf. ST !a， q.2， a.l，co.; !-II， q.94， a.2，co. 

11) Lang， op. cit.， 113-114; Tunietti， op. cit.， 107-108 

12) Iこの教えは信仰箇条を第一原理とするが， それらは注入された信仰の光によって，
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信仰を有するひとにとっては， 自明である (ista doctrina habet pro principiis primis 

articulos fidei， qui per lumen fidei infusum per se nota sunt habenti fidem ). ちょ

うど， 自然的に私たちの内に植えつけられた原理が能動知性の光によって (自明であ

る ) のと同様にJ (1n Sent. 1， prol.， q.l， aふsol.2， ad 2 ). 

13) r命題論集註解』でも， 信仰の光が信仰箇条に与える明らかさは， 自然、理性の光が諸

学の原理に与える明らかさに劣るとされている (1n Sent. III， d.23， q.2， a.3， sol.3， ad 

2 ). よりあとの著作で， ['信じるJ ことと「知る」こととの認識のあり方としての差異

が強調されるようになっていくことも関係があると思われる (cf. ST II-II， q.l， a目 4. & 

5; De Verit. q.14， a.9 ) .  

14) Lang， opαt.， 112-126; Tunietti， op. cit.， 106-111 

15) 学の従属一般については， これ以外に， r分析論後書』の該当箇所 (1， 13， 78b32 

79a16 ) に対する差解 (1n PA 1， lect. 25， n.2-6. cf. 1， lect. 21， n.4 ) のほか， De Verit. 

q.l5， a.2， ad 14 & 15; 1;月 Phys. 1， lect.2， n.4; 1n de Trin. lect.2， q目1， a.l， ad 5; SCG， III， 

79， 3などで言及されるが， いずれも， 直接神学ないし信仰者の知識にふれるものでは

ないので， いまは置いておく .

16) M.-D. Chenu， La Théologie comme science au X111e siècle， 2nd ed.， Vrin: Paris， 

1943， 90; M. Corbin， Le chemin de la théologie chez Thomas d'Aquin， Bibliothèque des 

archives de ρhilosoφhie， 抑ouvelle série 16， Beauchesne: Paris， 1974， 709-727. 

17) Chenuは 彼の解釈を補強するために， r命題論集註解Jの或る写本に存在する文章

を， 後期のトマスによる書き込みと考えるという極めて技巧的な解釈をほどこしている.

これに対するJenkinsの批判が妥当である . cf. J. Jenkins， Knowledge and Faith in 

Thomas Aquinas， Cambridge University Press: Cambridge， 1997， 69-70. 

18) ['措定するJ (supponere ) という言葉自体は， アリストテレスにおいて， 固有原理

一般に対して使われる言い方であり， その 意味では， 第一の種類の学であっても， 何か

(たとえば定義) を措定するといわれる (cf. 1n PA 1， lect.18， n.9 ). したがって， ここ

で下位の学のあり方について問題になっているのは， むしろその措定するもの (固有原

理) が， ['万人にとって明らかjではなく， 単に「信じられているjにすぎないという

ことである.

19) Lang， ゆ• cit.， 164;マレン ボン， 前掲書， 98 おそらくトマスに先立つて， 同様の

主題に関して アリストテレスの従属的学の アナロジーを用いた神学者として， ボナヴェ

ントクラがあげられる (Commentan'um in quatuor libros Se日tentia proæm. q.2， ad 4 

(Opera omnia 1， llb)). ただし， ボナヴェントゥラは， この アナロジーを， 神学的 テ

クストと聖書との関係に適用しており， トマスの場合とは 意味合いの異なると思われる .

トマスが， 同時代者であった ボナヴェントゥラの用法を知っていたかどうかは， 興味深

い問題であるが， いまは触れることはできない (cf. Lang， op. cit.， 165 ) . 

20) ほぼ同時代に属するものとしては， ガンのへンリクスの批判が知られている (S.F.
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Brown， Henry of Ghent's Critique of Aquinas' Subalternation Theory and the Ear1y 

Thomistic Response， in: Knowledge and the Sciences in Medieval Philosophy， 

Proceedings 01 the E忽th International Congress 01 Medieval Philoso.戸hy， Vo1. III， 

Helsinki， 1990， 337-345 ) ー後代でしばしば名 前が挙げられるのは， ドゥンス ・ スコトゥ

スである (J. Marenbon， The Theoretical and Practical Autonomy of Philosophy as 

a Discipline in the Middle Ages: Latin Philosophy， 1250-1350， in: Knowledge a刀d the 

Sci，仰ces in Medieval Philosophy， Vo1. 1， 270， n.25 ). 第8回国際中世 哲学会のテーマが

そのままタイトノレとなっているこれらの論集には， 他にも関連する多くの論文が収めら

れている .

21) 最近のものとしては， M. J ordan， Aquinas' Middle Thoughts on Theology as 

Science， in: P. Lockey (ed.)， Studies in Thomistic Theology， Center for Thomistic 

Studies: Houston， 1995; E.F. Rogers， Jr.， Thomas Aquinas and Karl Barth， Sacred 

Doctrine and the Natural Knoωledge 01 God， University of Notre Dame Press 

Notre Dame/London 1995; J. Jenkins， op. cit. 

22) 上位の学は， 下位の学の原理を論証するとも言われる . cf. In PA， r. lect. 17， n.5; 

lect.l8， n.9. 

23) 神における認識の呼び名は様々でありうる . cf. ST， 1， q.14， a.l， ad 2. 

24) Cf. ST 1， q.12， a.ll， co. & a.12， co. 

25) Cf. ST 1， q.l2， a.13， co.; I-II， q.l09， a.l， co. 

26) In de Tri四 proæmium， q.l， a.2， co.; lect.2， q.2， a.3， co.; De Verit.， q.l4， a.9， ad 2; 

q.l8， a.l， ad 1. 

27) 1医師は， 自然学者を信じて， 元素が四つであると信じるのであるJ (medicus 

credit physico quattuor esse elementa) In de Trin.， proæmium， q.2， a.2， ad 5 

28) もちろん， 学の従属一般においては， 下位の学をもつひとが上位の学をも所有する

可能性は否定されていない . しかし， 可能性ということなら， 何らかの仕方で神の知に

私たちが (来世において ) 到達することは否定されない (テクスト③lの「信仰の目

的J(finis fidei ) も， これを 意味していると思われる . 注30参照).

29) 知識の問題を， これを獲得するひとのあり方から切り離すことの問題性については，

稲垣良典編『教養の源泉をたずねて 古典との対話』創文社， 2000， 19学ぶとはし、か

なることか トマス ・ アクイナスにおける教えと学びJ (拙稿) において触れたので、参

照されたい . 西欧の近代 哲学を貫く「懐疑論j的問題 意識が， トマスのく神学二学問〉

論を読みにくくしていると L、う 主張もある (J. 1. Jenkins， op. cit.， 226). 

30) ST 1， q.12， a.ll， co. & a.l2， co.もちろん， 1至福者たちの知識」とすることによっ

て， 来世において知識の 完全性に到達する可能性を明確にしているとは言えよう . しか

し， たとえばテクスト③2でも， 1われわれにとっての信仰の目的 (finis fidei ) とは，

信じている事柄を理解することに到達することである」と述べられており， そのことは
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前提となっているのではないか.

31) In de Trin. proæmi um， q.2， a.2， ad 5. 
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32) 正確に言えば， I万人に明らかでなし、」と「 自明でなし、jが等しく用いられている.

万人に明らかで、ないものは， 万人に自明でもないからである.

33) 5T 1， q. 17， a. 3， ad2 ; I-II， q.94， a.2， CO. 

34) 5T， 1， q.51， a.l， CO.; q.63， a.1， CO. cf. q.58， a.4， CO. 

35) このような「明らかさjについては， トマスが「信仰の光J(lumen fidei ) を初め

とする恩寵的な照らしについて述べている箇所(5T I-II， q.109， a.1; q.111， a.4; II-II， 

q.171， a.3， ad 2; De Verぜt. q.18， a.1， ad 1 ) や他者(教師， 天使など) による照明ない

し知性の強化については述べている箇所(5T 1， q.106， a. 1，3 & 4; 117， a.l; De Verit.， 

q.9， a.1， 2 & 3; q.lO， a.l， 2 & 3 ) の検討が必要である . たとえば， 信仰の光は， 信じら

れることがらの認識を与えるというよりは， それに同意する確かさを与えるものとされ

る(cf. II-II， q.2， a.1， CO. ). 

36) 5T I-II， q.62， a.3， ad 2; II-II， q.2， a.1. 

37) 5T 1， q.1， a.6特に， ad 3参照 .

38) 5CG 1， c.5. cf. 5T Ia， q.1， a.5， ad 1. 

39) 5T 1， q.1， a.8 ad 2; a.5， ad 2; In de Tn'n. proæmium， q.2， a.3， ad 7 

40) In de Trin. proぽmi um， q.2， a.3， CO. cf.日2，ad 4. 

41) 5T II -II， q.2， aふそして， 教師も何らかの意味では生徒を「照らす」と言われる

(cf. De Ve門t. q.9， a.l， CO. ) . その限りでは， I信じること」と両立する「明らかさj

というより， I信じること」によって与えられる「明らかさ」と言うべきなのかも知れ

ない .

42) テクスト②でも， I従属的な学を有するひとは， 完全には知るという性格に達してい

ないjと述べたあとで， Iただし， 彼の認識がなんらかの仕方で， 上位の学を持つひと

の認識と結びつけられている(contin uatur ) のでない限り」と付け 加えられている.

そして， たとえば愛(caritas) は， 人間の精神を神に結合するものであるとされる

(cf. II-II， q.24， a.4， co. ) .  




